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(57)【要約】
【課題】チャンネル指定情報に応じたチャンネル設定処
理を行なう放送受信装置及び放送受信方法を提供する。
【解決手段】チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号
を復調するチューナ部（１２）と、チューナ部が受信可
能なチャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を順番に
サーチして、チャンネル指定情報に応じてその放送信号
にチャンネル番号をそれぞれ設定し、チャンネル指定情
報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユーザに
対してチャンネル番号が重複した旨を表示し、チャンネ
ル番号が重複した複数の放送局からチャンネル指定情報
が指定するチャンネル番号を設定すべき放送信号を選択
させ、選択された放送信号にそのチャンネル番号を設定
する制御部（３０）をもつ放送受信装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を復調するチューナ部と、
　前記チューナ部が受信可能な前記チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を順番にサ
ーチして、前記チャンネル指定情報に応じてその放送信号にチャンネル番号をそれぞれ設
定し、前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユーザに対し
てチャンネル番号が重複した旨を表示し、前記チャンネル番号が重複した複数の放送局か
ら前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号を設定すべき放送信号を選択させ、
選択された放送信号にそのチャンネル番号を設定する制御部と、
　を具備することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユ
ーザに対してチャンネル番号が重複した旨を表示して前記チャンネル番号が重複した複数
の放送局から前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号を設定すべき放送信号を
選択させ、ユーザに対して、選択されなかった放送信号に与えるべきチャンネル番号の入
力を促すべく制御することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記チャンネル指定情報とは、放送信号に重畳されているＬＣＮであることを特徴とす
る請求項１記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記チューナ部及び制御部は、テレビ放送の放送信号だけではなくラジオ放送の放送信
号もサーチ及びチャンネル設定の対象とすることを特徴とする請求項１記載の放送受信装
置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記チューナ部及び制御部のサーチ及びチャンネル設定の対象をテレビ
放送の放送信号だけではなくラジオ放送の放送信号とした場合に、テレビ放送優先モード
を用意しこれが選択された場合は、前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が
重複したときに、一方がテレビ放送の放送信号であり他方がラジオ放送の放送信号である
ときテレビ放送の放送信号を優先して前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号
を設定することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項６】
　チューナ部が受信可能な前記チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を順番にサーチ
する際に、前記チャンネル指定情報に応じてその放送信号にチャンネル番号をそれぞれ設
定し、
　前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユーザに対してチ
ャンネル番号が重複した旨を表示し、
　前記チャンネル番号が重複した複数の放送局から前記チャンネル指定情報が指定するチ
ャンネル番号を設定すべき放送信号を選択させ、
　選択された放送信号にそのチャンネル番号を設定し、
　選択されなかった放送信号に与えるべきチャンネル番号を選択させることを特徴とする
放送受信装置のチャンネル設定方法。
【請求項７】
　前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユーザに対してチ
ャンネル番号が重複した旨を表示して前記チャンネル番号が重複した複数の放送局から前
記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号を設定すべき放送信号を選択させ、選択
されなかった放送信号に与えるべきチャンネル番号の入力を促すことを特徴とする請求項
６記載のチャンネル設定方法。
【請求項８】
　前記チャンネル指定情報とは、放送信号に重畳されているＬＣＮであることを特徴とす
る請求項６記載のチャンネル設定方法。
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【請求項９】
　前記チャンネル設定の対象は、テレビ放送の放送信号だけではなくラジオ放送の放送信
号も含めることを特徴とする請求項６記載のチャンネル設定方法。
【請求項１０】
　前記チャンネル設定の対象をテレビ放送の放送信号だけではなくラジオ放送の放送信号
とした場合に、テレビ放送優先モードを用意しこれが選択された場合は、前記チャンネル
指定情報が指定するチャンネル番号が重複したときに、一方がテレビ放送の放送信号であ
り他方がラジオ放送の放送信号であるときテレビ放送の放送信号を優先して前記チャンネ
ル指定情報が指定するチャンネル番号を設定することを特徴とする請求項６記載のチャン
ネル設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、チャンネル指定情報に従ってチャンネル設定を行なう放送受信装置及び放
送受信装置のチャンネル設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、デジタル技術の浸透に応じて地上波デジタル放送の需要が高まってきており、こ
れは例えば、ＵＫ，フランス、ドイツ等の欧州各国においても同様であり、ｉＤＴＶの発
売を検討するべき国の数も増えてきている。
【０００３】
　これらの地上波デジタル放送において、購入時に行なう設定処理としてチャンネル設定
があり、その放送受信装置が設定される放送地域情報に応じて、受信可能な放送信号がサ
ーチされてチャンネルが設定される。このようなチャンネル設定のためにチャンネルサー
チ処理を行なうと、同一のチャンネル番号に複数の放送信号が対応する場合がある。
【０００４】
　特許文献１は、このチャンネル設定を行なう場合に、地域外の放送が受信できて、チャ
ンネル番号が複数の放送で重複してしまう場合に、チャンネル番号に互いに異なる枝番号
を設定することで、同一チャンネルの放送を区別する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２２２０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の従来技術では、チャンネル番号に枝番がつくことで、選局の際に
ユーザに操作の負担をかけてしまうことになる。また、放送受信装置が以下のように欧州
各国の場合、ＬＣＮ（Logical Channel Number）等のチャンネル指定情報をどう扱うかと
いうことがある。
【０００６】
　すなわち、欧州各国の放送運用はＤＶＢ規格には準拠しているものの、視聴制限の有無
や、ＭＨＥＧ（Multimedia and Hypermedia Expert Group 5）、ＭＨＰ（Multimedia Hom
e Platform）の対応有無といった事項が国毎に異なっている。そのため、ユーザがこれら
の違いを意識することなく、国を指定するだけで自動的にその国の設定を反映できること
が要望される。このような国毎に異なる仕様の一つに、チャンネル指定情報であるＬＣＮ
（Logical Channel Number）があり、このＬＣＮとは、放送局毎に予めそのチャンネル番
号に設定することを指定する論理チャンネル番号である。
【０００７】
　このＬＣＮにおいては、例えばＢＢＣ ＯＮＥならば１ｃｈ、ＢＢＣ Ｔｈｒｅｅならば
７ｃｈというようにチャンネル設定の際に予めそのチャンネル番号に設定することが指定
されている。しかし、一つの地域で複数の国のＬＣＮが重複する場合や、欧州では国によ
ってテレビ番組とラジオ番組を同一周波数帯で扱う場合があり、単に先にとれたチャンネ
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ルを設定してしまうと、ユーザにとってわかりにくいチャンネル設定ができてしまう。
【０００８】
　本発明は、チャンネル指定情報に応じたチャンネル設定処理を行なう放送受信装置及び
放送受信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　課題を解決するための一つの実施形態は、
　チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を復調するチューナ部（１２）と、
　前記チューナ部が受信可能な前記チャンネル指定情報を伴う複数の放送信号を順番にサ
ーチして、前記チャンネル指定情報に応じてその放送信号にチャンネル番号をそれぞれ設
定し、前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複した際に、ユーザに対し
てチャンネル番号が重複した旨を表示し、前記チャンネル番号が重複した複数の放送局か
ら前記チャンネル指定情報が指定するチャンネル番号を設定すべき放送信号を選択させ、
選択された放送信号にそのチャンネル番号を設定する制御部（３０）と、
　を具備することを特徴とする放送受信装置である。
【発明の効果】
【００１０】
　チャンネルサーチ処理の際に、チャンネル指定情報のチャンネル番号や、テレビとラジ
オの放送信号のチャンネルが重複した場合、ユーザが任意に、チャンネル指定情報に従う
放送信号を選択したり、チャンネル番号を設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　＜本発明の一実施形態に係る放送受信装置の一例＞
　初めに、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の一例を図面を用いて詳細に説明する
。図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である
。
【００１３】
　（放送受信装置の構成）
　本発明の一実施形態であるデジタルテレビジョン装置等の放送受信装置の構成の一例を
、以下に図面を用いて詳細に説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置
の構成の一例を示すブロック図である。なお、本発明の実施形態は、デジタルテレビジョ
ン装置に限らず、地上波デジタル放送を受信する機能をもっている例えばハードディスク
レコーダ等の記録再生装置であっても適用することができる。
【００１４】
　放送受信装置１０は、図１に示すように一例としてテレビジョン装置であり、制御部３
０は全体の動作を司るべくデータバスを介して各部に接続されている。放送受信装置１０
は、入力側のセレクタ部１４と出力側のセレクタ部２０とを有しており、入力側のセレク
タ部１４には、ＢＳ／ＣＳ／地上波デジタルチューナ部１２と、ＢＳ／地上波アナログチ
ューナ部１３が接続される。また、ＬＡＮ等やメール機能をもった通信部１１がデータバ
スを介して制御部３０等に接続されている。
【００１５】
　放送受信装置１０は、更に、ＢＳ／ＣＳ／地上波デジタルチューナ部１２からの復調信
号を一時格納するバッファ部１５と、格納された復調信号であるパケットを種類別に分離
する分離部１７と、分離部１７から供給された映像音声用のパケットにＭＰＥＧデコード
処理を施し映像音声信号を出力するＭＰＥＧデコーダ部１６と、操作情報等を映像信号に
重畳するＯＳＤ（On Screen Display）重畳部３４を有している。
【００１６】
　放送受信装置１０は、更に、ＭＰＥＧデコーダ部１６からの音声信号に増幅処理等を施
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す音声処理部１８と、ＭＰＥＧデコーダ部１６及びＯＳＤ重畳部３４から映像信号を受け
て、所望の映像処理を施す映像処理部１９と、音声信号及び映像信号の出力先を選択する
セレクタ部２０と、音声処理部１８からの音声信号に応じて音声を出力するスピーカ部２
１と、セレクタ部２０に接続されて与えられた映像信号に応じた映像を液晶表示画面等に
表示する表示部２２と、外部装置との通信を行うＩ／Ｆ部２３を有する。
【００１７】
　ここで、映像処理部１９は、インターレス信号をプログレッシブに変換するＩＰ変換部
４１と、コアリング処理及びエンハンス処理を行なう画質処理部４２と、スケーリング処
理を行なうスケーリング部４３と、映像信号のγ補正を行なうγ補正部４４を有している
。
【００１８】
　放送受信装置１０は、更に、ＢＳ／地上波アナログチューナ部１３からの映像情報等を
適宜記録する記憶部３５と、放送信号等から電子番組情報を取得して画面表示等を行なう
電子番組情報処理部３６を有しており、これらは、データバスを介して制御部３０に接続
されている。放送受信装置１０は、更に、データバスを介して制御部３０に接続されユー
ザの操作やリモコンＲの操作を受ける操作部３２及び操作信号を表示する表示部３３を有
している。ここで、リモコンＲは、放送受信装置１０の本体に設けられる操作部３２とほ
ぼ同等の操作を可能とするものであり、チューナの操作等、各種設定が可能である。
【００１９】
　また、制御部３０は、後述するチャンネル指定情報に応じたチャンネル設定処理を行な
うチャンネル設定部を内包している。
【００２０】
　このような構成をもった放送受信装置１０は、放送信号が受信アンテナから例えばＢＳ
／ＣＳ／地上波デジタルチューナ部１２に入力され、ここで選局が行われる。選局され復
調されたパケット形式の復調信号は、分離部１７により、種類別のパケットに分離される
。そして、音声映像用パケットがＭＰＥＧデコーダ部１６等でデコード処理されて映像音
声信号となり、音声処理部１８及び映像処理部１９に供給される。映像処理部１９は、与
えられた映像信号について、ＩＰ変換部４１によりインターレス信号をプログレッシブに
変換される。また、画質処理部４２ではコアリング処理及びエンハンス処理が施され、ス
ケーリング部４３ではスケーリング処理が施され、γ補正部４４では、映像信号のγ補正
が施された後に、セレクタ部２０に供給される。
【００２１】
　セレクタ部２０は、制御部３０の制御信号に応じて例えば表示部２２に映像信号を供給
し、これにより映像信号に応じた映像が表示部２２に表示される。また、音声処理部１８
からの音声信号に応じた音声がスピーカ部２１から出力される。
【００２２】
　また、ＯＳＤ重畳部３４では、操作情報や電子番組情報等が放送信号に応じた映像信号
に重畳され、映像処理部１９を経て、これに応じた映像が表示部２２に表示される。
【００２３】
　＜本発明の一実施形態である放送受信装置のチャンネル設定処理の一例＞　
　次に、本発明の一実施形態である放送受信装置のチャンネル設定処理の一例を図面を用
いて以下に詳細に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネ
ル設定処理の一例を示すフローチャートである。図３は、同じくテレビとラジオが混在す
るチャンネル設定処理の一例を示すフローチャートである。図４乃至図１０は、本発明の
一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定画面の一例を示す説明図である。なお、
以下の図２及び図３のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き換えることが
でき、従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなおすことが可能
である。
【００２４】
　本発明の一実施形態である放送受信装置においては、ユーザが購入後、放送受信装置の



(6) JP 2008-252560 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

初期設定として、チャンネル設定処理を行なって、チューナが受信可能な放送信号にリモ
コン等のチャンネル番号を逐一対応させて設定させる必要がある。
【００２５】
　このようなチャンネル設定処理において、放送受信装置が設定させる地域に応じた地域
情報がユーザにより選択され、この地域情報が指定する放送信号についてサーチ処理が行
なわれる。しかし、チューナが受信可能な放送信号は必ずしも指定された地域の放送信号
に限らず、複数の地域の複数の放送信号が受信可能である場合がある。
【００２６】
　また、放送信号のチャンネル指定情報として、ＬＣＮ（Logical Channel Number）等の
チャンネル指定情報をどう扱うかということがある。
【００２７】
　すなわち、欧州各国の放送運用はＤＶＢ規格には準拠しているものの、視聴制限の有無
や、ＭＨＥＧ（Multimedia and Hypermedia Expert Group 5）、ＭＨＰ（Multimedia Hom
e Platform）の対応有無といった事項が国毎に異なっている。そのため、ユーザがこれら
の違いを意識することなく、国を指定するだけで自動的にその国の設定を反映できること
が要望される。このような国毎に異なる仕様の一つに、チャンネル指定情報であるＬＣＮ
（Logical Channel Number）があり、このＬＣＮとは、放送局毎に予めそのチャンネル番
号に設定することを指定する論理チャンネル番号である。
【００２８】
　このＬＣＮにおいては、例えばＢＢＣ ＯＮＥならば１ｃｈ、ＢＢＣ Ｔｈｒｅｅならば
７ｃｈというようにチャンネル設定の際に予めそのチャンネル番号に設定することが指定
されている。しかし、一つの地域で複数の国のＬＣＮが重複する場合や、欧州では国によ
ってテレビ番組とラジオ番組を同一周波数帯で扱う場合があり、単に先にとれたチャンネ
ルを設定してしまうと、ユーザにとってわかりにくいチャンネル設定ができてしまう。こ
れに対策する本発明の一実施形態であるチャンネル設定処理を以下に図面を用いて説明す
る。
【００２９】
　・具体的手順
　本発明の一実施形態である放送受信装置１０において、図２のフローチャートが示すよ
うに、放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部は、ユーザのリモコンＲ等の操
作により、チャンネルの初期設定の操作があるとこれを認識する（ステップＳ１１）。放
送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部は、次に、ユーザのリモコンＲ等の操作
により与えられる地域情報等に基づいてチャンネルサーチ処理を開始する（ステップＳ１
２）。放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部は、初めに、放送信号のＮＩＴ
にＬＣＮが含まれるかどうかを確認する（ステップＳ１３）。
【００３０】
　ここで、放送指定情報であるＬＣＮを図面を用いて説明する。図１１は、本発明の一実
施形態に係る放送受信装置が扱う放送信号の構成の一例を示す説明図である。図１２は、
同じくＮＩＴの構成の一例を示す説明図である。図１３は、同じく、ＬＣＮ（Logical Ch
annel Descriptor）の構成の一例を示す説明図である。
【００３１】
　放送受信装置が扱う地上波デジタル放送信号の構成は、一例として図１１に示すように
、ＭＰＥＧ－２の規格に応じて、ＰＡＴ，ＣＡＴ，ＰＭＴ，ＴＳＤＴを含んでいる。同時
に、地上波デジタル放送信号の構成は、一例としてＤＶＢ規格に応じてＮＩＴ（Actual N
etwork），ＳＤＴ，ＥＩＴ，ＴＤＴを含んでいる。更に、地上波デジタル放送信号の構成
は、一例として、オプショナルで、ＮＩＴ（Other Network），ＢＡＴ，ＳＤＴ，ＥＩＴ
，ＲＳＴ，ＴＯＴ，ＳＴを含んでいる。
【００３２】
　ここでＬＣＮは、図１１で示されたＤＶＢのＮＩＴに含まれており、図１２のＮＩＴの
構造中の記述Ａに示されるdescriptor部分に、Logical Channel Descriptorとして
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重畳されるものである。また、図１３のＬＣＮの構成を参照すると、記述Ｂの“Logical 
channel number”に、例えば、“３ｃｈ”等のチャンネル情報が記述されるものである。
【００３３】
　放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部が、初めに、放送信号のＮＩＴにＬ
ＣＮが含まれていないと判断すれば、例えば、ＶＨＦ１ｃｈからＵＨＦ６９ｃｈについて
、順番に選局してサービスを検索していき、取得順にチャンネルリストを登録する（ステ
ップＳ１４）。
【００３４】
　しかし、放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部が、放送信号のＮＩＴにＬ
ＣＮが含まれていると判断すれば、次に、放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設
定部が、ＬＣＮが指定するチャンネル番号が重複しているかどうか判断する（ステップＳ
１５）。放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部が、重複していないと判断す
れば、ＬＣＮに従って、順次、チャンネルサーチ処理を行い、例えば、ＶＨＦ１ｃｈから
ＵＨＦ６９ｃｈについて、順番に選局してサービスを検索していき、チャンネルリストを
登録する（ステップＳ１６）。
【００３５】
　放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部が、ＬＣＮが指定するチャンネル番
号が重複していると判断すると、チャンネルが重複していることを例えば図４が示すチャ
ンネルリストのマーク５１等を表示する等によりユーザに知らせるための映像信号を生成
し、ＯＳＤ重畳部３４により生成されて映像信号に重畳する。
【００３６】
　そして、制御部３０のチャンネル設定部は、図５に示すような選択画面を表示させて、
重複した放送信号からＬＣＮに従ってチャンネル番号を割り当てる放送信号を選択させる
（ステップＳ１７）。ここで、制御部３０のチャンネル設定部が、一方を選択する操作信
号を認識すると（ステップＳ１８）、選択された放送信号にはＬＣＮに従ってチャンネル
番号を割り当てる（ステップＳ１９）。ここでは、図６のチャンネルリストのように、“
シネマ１”がＬＣＮに従ってチャンネル番号“１”が割り当てられた。
【００３７】
　次に、制御部３０のチャンネル設定部は、選択されなかった放送信号、ここでは、“ユ
ーロポップス”に割り当てるべきチャンネルの入力を、例えば、図７に示す入力画面を表
示してユーザに入力を促す（ステップＳ２０）。なお、図５及び図７、図８、図１０の“
ユーロポップス”は、ラジオ放送の例であるが、図２のフローチャートの実施形態は、対
象をラジオ放送であると特定していないので、テレビ放送を対象とした場合も含むものと
解釈されたい。
【００３８】
　また、選択されなかった放送信号に対して、予め用意したデフォルトのチャンネル番号
に従って制御部３０のチャンネル設定部がチャンネル番号を自動的に設定することも好適
である。
【００３９】
　制御部３０のチャンネル設定部は、図８に示すように、チャンネル番号の入力等を認識
すると、（ステップＳ２１）、図１０に示すようなチャンネルが確定した放送信号のチャ
ンネルリストを表示する（ステップＳ２２）。また、このチャンネルリストが記憶部３５
に登録され、その後は、作成されたチャンネルリストに応じて選局処理がなされる。また
、ステップＳ２１で入力されたチャンネル番号が既にあるものなら、図９のような警告画
面を表示することも好適である。
【００４０】
　以上のチャンネル設定処理を行なうことにより、重複するＬＣＮが存在する場合に重複
したことをユーザに知らせ、ＬＣＮが指定するチャンネル番号が与えられる放送信号を選
択でき、また、他方の放送信号に付与する番号を指定することが可能となる。これにより
、重複するＬＣＮが存在する場合でも、ユーザが混乱することがなくチャンネル設定処理
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を行なうことができる。
【００４１】
　・テレビ放送とラジオ放送をチャンネル設定の対象とする場合
　次に、放送受信装置１０における、テレビ放送とラジオ放送をチャンネル設定の対象と
する場合のチャンネル設定処理をフローチャートを用いて説明する。
【００４２】
　すなわち、放送受信装置１０において、図３のフローチャートが示すように、放送受信
装置１０の制御部３０のチャンネル設定部は、ユーザのリモコンＲ等の操作により、テレ
ビ放送とラジオ放送をチャンネル設定の対象とするチャンネル初期設定の操作があると、
これを認識する（ステップＳ３１）。放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部
は、次に、ユーザのリモコンＲ等の操作により与えられる地域情報等に基づいてチャンネ
ルサーチ処理を開始する（ステップＳ３２）。
【００４３】
　以下、チャンネルサーチ処理は、一例として、ＶＨＦ１ｃｈからＵＨＦ６９ｃｈまで順
番に選局してサービスを検索していく。もし、チャンネルが見つかった場合は、先ずＴＶ
放送かラジオ放送かを判定する。どちらでもない場合はリストへの追加は行わない。
【００４４】
　以下、図３のフローチャートのステップＳ３３乃至ステップＳ４１までの処理は、図２
のフローチャートのステップＳ１３乃至ステップＳ２１までの処理と同一であり、その記
載を省略する。このとき、各処理は、ラジオ放送もテレビ放送と同等に扱い、チャンネル
サーチ処理が行なわれる。そして、チャンネルが確定されたＴＶとラジオが混在する放送
信号のチャンネルリストが表示される（ステップＳ４２）。また、このチャンネルリスト
が記憶部３５に登録され、その後は、作成されたチャンネルリストに応じて選局処理がな
される。
【００４５】
　このとき、他の実施形態として、放送受信装置１０の制御部３０のチャンネル設定部は
、ＴＶとラジオをチャンネルサーチの対象としている場合、予め、テレビ放送優先モード
を用意する。そして、このテレビ放送優先モードがリモコンＲ等により選択された場合は
、ＬＣＮ等のチャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複したときに、一方がテ
レビ放送の放送信号であり他方がラジオ放送の放送信号であるとき、ユーザの判断を待た
ずに、自動的にテレビ放送の放送信号を優先してチャンネル指定情報が指定するチャンネ
ル番号を設定することが好適である。
【００４６】
　また、これとは逆に、予め、ラジオ放送優先モードを用意し、これがリモコンＲ等によ
り選択された場合は、ＬＣＮ等のチャンネル指定情報が指定するチャンネル番号が重複し
たときに、一方がテレビ放送の放送信号であり他方がラジオ放送の放送信号であるとき、
ユーザの判断を待たずに、自動的にラジオ放送の放送信号を優先してチャンネル指定情報
が指定するチャンネル番号を設定することが好適である。
【００４７】
　以上記載した様々な実施形態では、欧州を例にとって、チャンネル指定情報をＬＣＮの
場合として説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、日本や他の国
向けの放送受信装置であって、ＬＣＮ以外の他のチャンネル指定情報を用いる場合にも、
適用することができるものである。
【００４８】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００４９】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の一例を示すフロ
ーチャート。
【図３】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のテレビとラジオが混在するチャンネル
設定処理の一例を示すフローチャート。
【図４】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定画面の一例を示す説明
図。
【図５】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択画
面の一例を示す説明図。
【図６】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択画
面の一例を示す説明図。
【図７】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択画
面の一例を示す説明図。
【図８】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択画
面の一例を示す説明図。
【図９】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択画
面の一例を示す説明図。
【図１０】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のチャンネル設定処理の際の番組選択
画面の一例を示す説明図。
【図１１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置が扱う放送信号の構成の一例を示す説
明図。
【図１２】本発明の一実施形態に係る放送受信装置が扱うＮＩＴの構成の一例を示す説明
図。
【図１３】本発明の一実施形態に係る放送受信装置が扱うＬＣＮ（Logical Channel Desc
riptor）の構成の一例を示す説明図。
【符号の説明】
【００５０】
　１０…放送受信装置、１１…通信部、１２…ＢＳ／ＣＳ／地上波デジタルチューナ、１
３…ＢＳ／地上波アナログチューナ、１４…セレクタ部、１５…バッファ部、１６…ＭＰ
ＥＧデコーダ部、１７…分離部、１８…音声処理部、１９…映像処理部、２０…セレクタ
部、２１…スピーカ部、２２…表示部、２３…Ｉ／Ｆ部、３０…制御部、３２…操作部、
３３…表示部、３４…ＯＳＤ重畳部、３５…記憶部、３６…電子番組情報処理部。
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